
小田地区における地区ま
ちづくりの取組について

令和６年６月１日
小田地区まちづくり協議会

２

１ 小田地区まちづくり協議会とは

２ 地区まちづくり構想素案について

３ 今後のスケジュールについて

1

資料２



■ 小田地区まちづくり懇談会の様子

■ 町会別で実施した会の様子 ■ まち歩きの様子

令和元年から小田地区防災まちづくり懇談会を開始

１ 小田地区まちづくり協議会とは

【敷地の分割について】
・大きな敷地が売りに出さ

れると、複数の敷地に分
割され、新たな密集状況
が生み出されている。

【ワンルームマンションについて】
・狭い道路の先に多くの人が住んでいるが、

災害時に危険ではないのか。

・生活マナーが気になる。建設前に、町会
に情報が伝わるようなルートをつくる必要
がある。

【公園・広場について】
・公園が少ないので設置して欲しい。

・防災空地の整備も進めて欲しいので、
空家や空地の情報があれば市と共有
をしていきたい。

【道路について】
・道路拡幅については総論として賛

成だが、当事者となると話は別。

・避難所へ至る線路沿いの道路が狭
くて危険。

・２項道路拡幅後に再びブロック塀
等を建てているところがある。

空地

売地

大きな敷地 分割された建売住宅

老朽化した住宅 未接道のため
建替えが出来ない

低未利用地 防災空地等への利用

【地区計画による対策】
• 敷地面積の最低限度の制限
• 共同住宅の専用面積の制限

• 道路等に面した垣、柵の構
造の制限

【地区まちづくり構想による
対策】

• ワンルームマンションの
ソフト面の対策

• 狭あい道路後退部分の通
行確保

【その他の対策】
• 防災空地の制度を活用す

る。

• 共同化補助等の既存制度
を活用する。

• 道路についてはどのよう
に進めていくか今後検討
していく。

小田地区防災まちづくり懇談会で出た課題・意見・対応策

１ 小田地区まちづくり協議会とは
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危険なブロック塀等
の課題

避難の課題

ワンルームマンション
についての課題

最低敷地面積の課題

まちの課題への対応策について、次のとおり整理し、
地区まちづくり構想を策定するため、協議会を発足しました。

まちのルール（地区まちづくり構想）
地区住民等が居住環境などを守るルールや
市民が取り組んでいるまちづくりの活動を
定めることについて市が認定を行う制度

建築行為等の際に、事業者と協議窓口（各
町内会）との事前協議を促すことができる。
（市HPに内容が掲載されます。）

まちのルール（地区計画）
まちづくりの方針や目標、地区の特徴に
あった建築等に関するルールを、市が都市
計画として定める制度

地域主体

市主体

１ 小田地区まちづくり協議会とは

■条例の目的
市民が主体となったまちづくりを支援するための「手続きや仕組み」を定
め、身近な地区の土地・建物に係る居住環境の維持・改善を進めること

自ら行う

地区まちづくりの２つの条件

「地区まちづくり」とは、市民自らが行う、身近な居住環境の維持・改
善に取り組む活動のこと

• 自分たちの土地及び建物に関するルールづくり
• 身近な地区の土地及び建物に係る居住環境の維持・改善に自ら取組む活動

居住環境の
維持・改善

地区まちづくり育成条例の概要

１ 小田地区まちづくり協議会とは
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会長 又村 誠一
（小田３丁目町内会長）

副会長

会田 勝規
（小田１丁目町内会長）

渡辺 勝
（浅田３・４丁目町内会長）

会員 ３０名（令和６年５月末時点）

活動
区域

小田１〜７丁目、
浅田１〜３丁目、

小田栄１丁目、京町３丁目
（含まれる町内会：９町内会）

目的：地域のつながりを大切にしながら、災害に備えて安全で良好な住環
境を実現し、小田地区全体で安心して末永く暮らせるまちづくりを行う

活動区域

１ 小田地区まちづくり協議会とは

地区まちづくり構想の策定に向け、「地区まちづくり組織」としての
認定を申請し、
令和６年３月８日に地区まちづくり審議会の審議を経て、３月
１５日に川崎市から認定されました。

又村会長挨拶 審議会での質疑応答

■地区まちづくり審議会の様子

１ 小田地区まちづくり協議会とは
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２ 地区まちづくり構想素案について

小田地区 地区まちづくり構想素案イメージ

２ 地区まちづくり構想素案について

小田地区 地区まちづくり構想素案イメージ
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小田地区 地区まちづくり構想素案イメージ

「地区まちづくり目標」

２ 地区まちづくり構想素案について

２ 地区まちづくり構想素案について
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２ 地区まちづくり構想素案について

 地区まちづくり目標

・ 協議会で検討した３つの案について、地区にお住まいの
方や土地建物をお持ちの方にアンケートを行い、
決めていきます。

２ 地区まちづくり構想素案について
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「地区まちづくり基準」

２ 地区まちづくり構想素案について

小田地区 地区まちづくり構想素案イメージ

 地区まちづくり基準
・安全で良好な住環境を実現するため 「地区まちづくり基準」
を定めます。
・建築行為等の際に、事業者と協議窓口（各町内会）との
事前協議を促すことができます。（市HPに内容が掲載されます。）

地区まちづくり基準
の協議窓口(各町内会)

２ 地区まちづくり構想素案について

8



〇小田地区の地区まちづくり基準（案）
対象：専用面積が30㎡未満の住戸が2戸以上の建築物(共同住宅、寄宿舎及び長屋)

※建築行為等の際に、事業者と協議窓口（各町内会）との事前協議を促す
ことができます。（市HPに内容を掲載されます。）

基準項目 基準内容

駐輪場

ワンルーム形式の住戸の数の2分の1以上の台数の自転車置場を設ける
こと。自転車１台あたり、概ね奥行き2.0m×幅0.45mを目安に、必要
台数を配置し、敷地内に収めることとする。ただし、効率的に駐車で
きる装置を用いることができる場合にあっては、この限りでない。

バイク置場
ワンルーム形式の住戸の数の10分の1以上の台数の原動機付自転車置
場を設けること。原動機付自転車１台あたり、概ね奥行き1.7m×幅
0.7mを目安に、必要台数を配置し、敷地内に収めることとする。

ごみ置場
原則、ごみ置場を確保すること。敷地内に確保できない等やむを得な
い場合は、ごみ置き場を管理する町内会等と十分な協議をすること。

緑化 敷地内の空地は、できる限り植栽をすること。花壇等のすぐに移動が
できない仕様が望ましい。

２ 地区まちづくり構想素案について

2戸以上30㎡未満

専用面積が30㎡未満の住戸が2戸以上の
建築物(共同住宅、寄宿舎及び長屋)を対象とする

住戸
（30㎡未満）

住戸
（30㎡未満）

小田地区の地区まちづくり基準（案）

２ 地区まちづくり構想素案について
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小田地区の地区まちづくり基準（案）

駐輪場の台数：住戸の数の２分の１以上
駐輪場のサイズ：概ね奥行き2.0m×幅0.45mを目安に、必
要台数を配置し、敷地内に収めることとする。ただし、効
率的に駐車できる装置を用いることができる場合にあって
は、この限りでない。

駐輪場

２ 地区まちづくり構想素案について

バイクの台数：住戸の数の10分の1以上
バイクのサイズ：原付を想定。概ね奥行き1.7m×幅0.7mを
目安に、必要台数を配置し、敷地内に収めることとする。

バイク置場 小田地区の地区まちづくり基準（案）

２ 地区まちづくり構想素案について
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原則、ごみ置場を敷地内に確保すること。
敷地内に確保できない等やむを得ない場合は、ごみ置

き場を管理する町内会等と十分な協議をすること。

ごみ置場 小田地区の地区まちづくり基準（案）

２ 地区まちづくり構想素案について

敷地内の空地は、できる限り植栽をすること。
花壇等のすぐに移動ができない仕様が望ましい。

緑化 小田地区の地区まちづくり基準（案）

２ 地区まちづくり構想素案について
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「地区まちづくり活動計画」

２ 地区まちづくり構想素案について

小田地区 地区まちづくり構想素案イメージ

 地区まちづくり活動計画

• 安全で良好な住環境を実現するため、「地区まちづくり活動
計画」を検討してます。

２ 地区まちづくり構想素案について
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【川崎市内の他の町内会で行っている、防災関係の活動例】
●安否確認訓練 ●防災用品の共同購入 ●防災ポリ袋調理

地区まちづくり活動計画について

(1)小田地区の地区まちづくりに関する広報活動等
(2)防災に関する啓発活動等
・イベント、講義、狭あい道路の通行環境啓発 等

２ 地区まちづくり構想素案について

2月12月8月 11月 １月7月 9月 10月4月 6月5月 3月
令和６年度

第３回
協議会
（地区
まち構
想素案
の決定、
アン

ケート
の決定
等）

令和７年度

地区まち
づくり構
想の推進

協議会
だより

２号 ３号 ５号

第４回
協議会
（地区
まち構
想案の
検討）

４号

第５回
協議会
（案の
意見対
応、最
終案の
説明会
の検
討）

第６回
協議

会・総
会

（地区
まち構
想の認
定書類
の確
認）

申請書
提出

第７回
協議会

（構想認
定の報告、
R7活動
計画等）

地区まち
づくり構
想の認定

６号

アンケート
全戸配布

地区まち
構想案
全戸配布

地
区
ま
ち
構
想
最
終
案
の
説
明
会

地
区
ま
ち
構
想
説
明
会

令和
５年度

第2回
協議会
（地区
まち構
想素案
の検
討）

6/1、6/4

 令和６年度は、地区まちづくり構想の年度内の認定を目指します。

２ 地区まちづくり構想素案について
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